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１ 令和６年度全国労働衛生週間
の実施について



① 事業者⼜は総括安全衛⽣管理者による職場巡視
② 労働衛⽣旗の掲揚及びスローガン等の掲示
③ 労働衛⽣に関する優良職場、功績者等の表彰
④ 有害物の漏えい事故、酸素⽋乏症等による事故など緊急時

の災害を想定した実地訓練などの実施
⑤ 労働衛⽣に関する講習会・⾒学会などの開催、作文・写

真・標語等の掲示、その他労働衛⽣の意識⾼揚のための⾏
事などの実施

期 間

全国労働
衛⽣週間中

に実施する事項

10月１⽇〜10月7⽇（準備期間 ９月１⽇〜９月30⽇）

スローガン 推してます みんな笑顔の 健康職場

令和６年度 全国労働衛⽣週間実施要綱



準備期間中に実施する事項
各事業場では、以下の事項について総点検を⾏う。

ア 重点事項
（ア） 過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項
（イ） 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策

の推進に関する事項
（ウ） 転倒・腰痛災害の予防に関する事項
（エ） 化学物質による健康障害防止対策に関する事項
（オ） 石綿による健康障害防止対策に関する事項
（カ） 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫煙防止

対策に関する事項
（キ） 「事業場における治療と仕事の両⽴⽀援のためのガイドライン」に基づく治療

と仕事の両⽴⽀援対策の推進に関する事項
（ク） 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の推進

に関する事項
（ケ） 「テレワークの適切な導⼊及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく

労働者の作業環境、健康確保等の推進に関する事項
（コ） 小規模事業場における産業保健活動の充実に関する事項
（サ） ⼥性の健康課題の理解促進に関する事項

令和６年度 全国労働衛⽣週間実施要綱



イ 労働衛⽣３管理の推進等
労働衛⽣管理体制の確⽴や活動の活性化、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働

衛⽣教育、THP指針等に基づく健康保持増進措置の推進に関する事項 （要約）

ウ 作業の特性に応じた事項
粉じん、電離放射線、騒⾳、振動、情報機器作業、酸素⽋乏症、⼀酸化炭素中毒による

健康障害防止に関する事項 （要約）

エ 東⽇本大震災等に関連する労働衛⽣対策の推進
東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所における作業や除染作業等に従事する労働者の放射線

障害防止対策の徹底等に関する事項 （要約）

オ 業務請負等他者に作業を⾏わせる場合の対策
ａ 安全衛⽣経費の確保等、請負⼈等が安全で衛⽣的な作業を遂⾏するための配慮
ｂ その他請負⼈等が安全衛⽣に係る事項を円滑に実施するための配慮

令和６年度 全国労働衛⽣週間実施要綱



厚⽣労働省は労働災害防止団体などと
連携し、５月から９月まで、「STOP
︕熱中症 クールワークキャンペーン
」を実施しています。愛知労働局は、
これに合わせパンフレット「熱中症を
防ごう︕」を作成し、熱中症予防の知
識や取り組むべき事項の周知を図って
います。

熱中症を防ごう︕ STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン

令和５年、愛知労働局管内では、60件
（休業4⽇以上）の熱中症が発⽣しま
した。熱中症の発⽣はＷＢＧＴ（暑さ
指数）と明確に関連しており、予防に
ついても⼀定の科学的アプローチが可
能です。
パンフレットを参考に、熱中症の根絶
を目指しましょう。



２ 新たな労働衛生管理の方向性について



労
働
衛
生
管
理

〇作業管理
a ⾃動化、省⼒化等による作業負担の軽減の推進
b 作業管理のための各種作業指針の周知徹底
c 適切、有効な保護具等の選択、使⽤及び保守管理の徹底

〇作業環境管理
a 有害物等を取り扱う事業場における作業環境測定の実施と

その結果の周知及びその結果に基づく作業環境の改善
b 局所排気装置等の適正な設置、稼働、検査及び点検の実施

の徹底
c 事務所や作業場における清潔保持
d 換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善

〇健康管理
a 健康診断の適切な実施、異常所⾒者の業務内容に関する医

師への適切な情報提供、医師からの意⾒聴取及び事後措置
の徹底

b ⼀般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は
保健師による保健指導の実施

c ⾼齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が⾏
う特定健診・保健指導との連携

d 健康保険法に基づく医療保険者が⾏う保健事業との連携

労
働
衛
生
教
育
の
実
施
、
徹
底

推
進

推
進

安
全
衛
生
管
理
体
制
の
確
立

労働衛⽣３管理の推進



有害因⼦レベル有害因⼦レベル

高低

有害因子レベル低減有害因子レベル低減
呼
吸
用
保
護
具
等
を

必
要
と
し
な
い
環
境

・基本的に「呼吸⽤保護具等を必要としない環境」を作ることを義務付け
・呼吸⽤保護具等は付加的対策という位置付け

例︓有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則

考え方（法規制のあり方）の変遷



有害因子レベル低減有害因子レベル低減

有害因⼦レベル有害因⼦レベル

高低

・有害因⼦レベルを低減しつつ、呼吸⽤保護具等により個⼈ばく露を防ぐ

例︓溶接ヒューム対策、新騒⾳ガイドライン、新たな化学物質管理

個⼈ばく露管理

・個⼈ばく露測定
・有効な呼吸用保護具等の使用

考え方（法規制のあり方）の変遷



作業環境管理

作業管理 健康管理

⾃ 律 的 管 理

労働衛⽣３管理の推進



３ 化学物質管理の課題について
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(R6.6.27 厚生労働省 公表)
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4

 法令に基づく健康確保措置及び健康保持増進措
置等の目的について理解を深め、相互連携によ
る労働者の健康確保推進を図る施策です。

 令和４年３月策定。愛知労働局「第14次労働災
害防止推進計画」の重点事項に掲げています。



20

第14次労働災害防止推進計画

（１）計画が目指す社会 ⾃律的でポジティブな安全衛⽣管理を促進し、働く⼈々の安全・健康確保を通
じ、企業、社会のウェルビーイング（Well-being）を実現する。

（２）計画期間 2023年度から2027年度までの５か年を計画期間とする。



労働者の心身の健康確保のための総合的対策

労働者の心身の健康確保へ

対 策

基本的考え方
 労働者の⽣涯において職業⽣活の占める割合は非常に⾼いことか

ら、事業主は労働者に対し、仕事を原因とする健康障害の防止の
ために必要な措置を講ずるとともに、健康保持増進措置に努める
必要があります。

 各種の措置を単発的でなく相互連携させ、総合的に推進すること
が重要です。

 「リスクを踏まえた健康確保措置」と「健康保持増進措置」を総
合的に推進し、労働者の心身の健康確保を目指しましょう。

 健康診断、⻑時間労働面接指導、
ストレスチェック等は、いずれ
も労働者の健康障害リスクの要
因を把握するための機会（主に
義務）です。

 受診・受検した労働者に係る結
果情報が⼀元的に管理等されて
いない状況が散⾒されます。

 結果情報を労働者ごとに一元管
理し、総合的に評価することで、
適切な事後措置につなげましょ
う。

リスクを踏まえた健康確保措置の実施

 健康保持増進措置（ＴＨＰ指針、
メンタルヘルス指針に基づく取
組など）は、事業者の努⼒義務
です。

 多様で柔軟な働き方（治療と仕
事の両⽴⽀援、テレワーク導⼊、
副業・兼業の促進、⾼年齢労働
者対策など）を推進することは、
⼈材確保や⽣産性向上の実現に
繋がります。

 義務と努⼒義務の優先順位を認
識の上、労働者全体の健康水準
向上に係る動機付けを⾏い、総
合的な推進を図りましょう。

健康保持増進措置及び
労働者全体の健康水準向上に向けた取組

 ⾼齢化社会の進展等の中、労働者の
健康確保は益々重要な課題に。

 健全な労働⼒の確保は、⼈⼿不⾜や
業務効率の向上につがなる。

 労働者の心身の健康確保は、企業の
経営課題。

ど
ち
ら
も
必
要
不
可
欠

 それぞれの措置を単発的に実施す
るのではなく、目的を明確にした
うえで、計画的・継続的に⾏う必
要がある。

 リスクを踏まえた健康確保措置、
健康保持増進措置を、どちらも⽋
かすことなく両⽴させることで、
労働者の心身の健康確保へつなが
る。



健康診断実施 義 務
安衛法 第66条(健康診断)①

異常があった方について
医師から意⾒を聴く

義 務
安衛法 第66条の4 （医師等からの意⾒聴取)②

必要な場合に労働時間の短縮や
配置転換などの措置を講ずる

義 務
安衛法 第66条の5（健康診断実施後の措置）

③

本⼈の⾏動変容を促す 努⼒義務
安衛法 第66条の7 (保健指導等)④

健康診断とその後の措置の位置付け



①「通常勤務」・「就業制限」・「要休業」の
３つの区分で意⾒を聴く。

②「就業制限」の場合は、労働時間の短縮や、配
置転換など、勤務制限の内容等について意⾒
を聴く。

法令等で求めている事項

① ⽇常⽣活面の指導が
書かれている。

②「経過観察」などと
書かれている。

よくみられる意⾒聴取の内容

いずれも勤務制限の
要否の意⾒がない

医師等からの意⾒聴取の内容

 健康診断は、実施だけが目的ではない → 健康障害リスクの要因を把握する機会。
 リスクに応じた対応を取る → 必要な場合には勤務制限、その上で保健指導。
 医師からの意⾒聴取は、目的を踏まえて。



「リスクを踏まえた健康確保措置」と「健康保持増進措置」の関係

リスクを踏まえた健康確保措置

人
事
部
署
の
役
割

事後措置の決定

労働者から
精密検査結果

等を提出

健康診断
（有所⾒者）

医師等からの意⾒聴取

⻑時間労働
面接指導

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ
（⾼ストレス者）

事後措置の実施
●就業場所の変更
●作業の転換

●労働時間の短縮
●深夜業の回数の減少 など

医師等への
情報提供

保健指導
●⽇常⽣活面の指導 ●健康管理に関する情報提供 など

●労働時間
●労働密度
●深夜業の回数

・時間数など

義務 努⼒義務 判断が介在する事項 として表現。



健
診
、
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接
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導
、
ス
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施
後
の
措
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ほ
ぼ
同
じ
。
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労働者の心身の健康確保へ

健康保持増進措置
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Ｈ
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進
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確
保



リ
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踏
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。
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。



THP（トータルヘルスプロモーションプラン）

ＴＨＰとは、「心とからだの健康づくり」をスローガンとする、
働く⼈を対象とした健康保持増進措置。

R5.3.31改正

主な改正点

 フレイルやロコモティブシンドロームの予防に
取り組むことが重要であること

 エイジフレンドリーガイドラインに基づく対応
が重要であること

 筋⼒や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災
害を防止するため、体⼒の状況を客観的に把握
することが考えられること

 コラボヘルスの推進に積極的に取り組む必要が
あること

 労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値
等のデータを、医療保険者と連携して事業場内
外の複数の集団間のデータと比較し活⽤するこ
とが重要であること

 健康保持増進措置に関する記録を電磁的な方法
で保存・管理させることが適切であること



規則等の改正について5



新たな化学物質管理等について5-a



従来の化学物質規制の仕組み（個別具体的規制を中心とする規制）

28

GHS分類で危険性・有害性に該当しない物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又は
ばく露限界値が⽰されている

危険・有害な物質

製造・使⽤等の禁止

特化則･有機則等による

個別具体的な措置義務
ラベル表⽰
SDS交付
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ

義 務

一般的措置義務
※具体的な措置基準なし

ラベル表⽰
SDS交付
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ

努⼒義務

674

８
物
質

物
質

物
質

123

数
万
物
質

⾃主管理が困難で
有害性が⾼い物質

石 綿 等

発がん性が確認さ
れた物質等を特化
則に追加
※2007年以降 29

物質追加

労働災害の
８ 割 は
ここで発⽣

具体的な措置義務がかかって
いるのはこの範囲

 有害性の⾼い物質に対し、法令で具体的な措置義務を規定
 化学物質による休業４⽇以上の労働災害の約８割は、具体的な措置義務のない物質が原因
 これまで使っていた物質が措置義務対象に追加されると、措置義務を忌避して規制対象外の物

質に変更 → 対策不⼗分により労働災害発⽣。（規制とのいたちごっこ）



新たな化学物質規制

特殊健康診断の実施頻度の緩和（特化則第 39 条④、有機則第 29 条⑥、鉛則第53 条④、四鉛則第22 条④）■

R5.4.1施⾏

● 作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は、特化則、有機則、
鉛則、四鉛則の特殊健康診断の実施頻度を6 月以内ごとに1 回から、1 年以内ごと
に1 回に緩和できる。（事業者が労働者ごとに判断する。監督署への届出等不要）

● 直近３回の作業環境測定結果が第１管理区分、直近３回の特殊健康診断結果に異常
所⾒がない、作業方法の変更がないなどのことが要件。

管理水準良好事業場の特別則適用除外（特化則第2 条の３、有機則第4 条の２、鉛則第3 条の２、粉じん則第3 条の２）■

R5.4.1施⾏

● 化学物質管理の⽔準が⼀定以上であると所轄労働局⻑が認定した事業場について、
特化則、有機則、鉛則、粉じん則の個別規制の適用を除外し、リスクアセスメント
に基づく⾃主管理によることができる。

（ 専属の化学物質管理専⾨家によるリスクアセスメントの実施管理等の状況、過去３
年間の、化学物質等による労働災害・作業環境測定結果・特殊健康診断結果・化学
物質管理専⾨家の評価・法令違反の状況などを評価して認定される。）

リスクアセスメント結果等にかかる記録の作成保存（安衛則第34条の2の8）■
R5.4.1施⾏● 従来からの規定（労働者への周知）に加え、リスクアセスメントの記録を作成し、

次のリスクアセスメント実施まで（ただし最低３年間）保存することが必要に

事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化（安衛則第33 条の2）■
R5.4.1施⾏● ラベル表⽰対象物を事業場内で別容器等で保管する際、内容物の名称と⼈体に及ぼ

す作用を明示する



新たな化学物質規制

がん等の遅発性疾病の把握強化（安衛則第97条の２）■

R5.4.1施⾏
●１年以内に２⼈以上の労働者が同種のがんに罹患したときは、業務起因性について医

師に意⾒を聴く
● 業務起因が疑われるときは所轄労働局⻑に報告する

注文者が措置を講じなければならない設備の範囲の拡大（安衛法施⾏令第9 条の３）■
R5.4.1施⾏● SDS交付対象物の製造・取扱設備及びその付属設備の改造、修理、清掃等の仕事の

注文者は、請負⼈に化学物質の危険性・有害性等を文書を交付する

職⻑等の教育を⾏うべき業種の拡大（安衛法施⾏令19条、安衛法第60条関係）■
R5.4.1施⾏● 職⻑等への教育が必要な業種を拡大。

⾷料品製造業の全て、新聞業、出版業、製本業、印刷物加⼯業を対象に追加。

SDS通知方法の柔軟化（安衛則第24条の15①,③、34 条の２の３）■

R5.4.1施⾏
● SDSの通知を、文書以外の方法でも⾏える（相⼿方の承諾不要）

磁気・光ディスク等の記録媒体の交付、FAX・電子メール送信、ホームページの
アドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める

｢⼈体に及ぼす作用｣の定期確認及び更新（安衛則第24 条の15②,③、34 条の2 の5②,③）■
R5.4.1施⾏● SDS の通知事項のうち、｢⼈体に及ぼす作⽤｣について、5年以内ごとに1回、記載内

容の変更の要否を確認し、必要な場合には変更、通知等を⾏う。



新たな化学物質規制

ばく露の程度の低減（安衛則第577条の2、第577条の３）■
R5.4.1施⾏●ＲＡの結果等に基づき、労働者のばく露の程度を最⼩限度にする
R6.4.1施⾏●屋内作業場における、濃度基準値設定物質のばく露の程度を基準以下にする
R5.4.1施⾏●リスクアセスメント対象物以外のばく露の程度を最小限度にする（努⼒義務）

作業の記録、労働者の意⾒聴取 （安衛則第577条の2 ）■
R5.4.1施⾏
濃度基準以下の
措置、RA健康診
断関係はR6.4.1

●ばく露の程度を最小限度にする措置等の労働者の意⾒聴取・記録作成・3年間保存
●がん原性物質等の作業の記録作成・30年間保存

衛⽣委員会付議事項の追加 （安衛則第22条）■
R5.4.1施⾏● ばく露の程度を最小限度にするための措置に関すること

R6.4.1施⾏
● 濃度基準値設定物質のばく露の程度を基準以下にするための措置に関すること
● リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講ずる措置等に関すること

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 （安衛則第594条の2、３）■
R5.4.1施⾏● 皮膚や眼に障害を与えるおそれがある物質等の製造・取扱いの際、労働者に保護具

を使⽤させる義務等を規定。
R5.4.1施⾏■おそれが不明 ︓【努⼒義務】保護⾐、保護⼿袋、履物、保護眼鏡等を使⽤

R6.4.1施⾏■おそれが明らか︓【義 務】不浸透性の保護⾐、保護⼿袋、履物、保護眼鏡等を使⽤
■おそれがないことが明らか︓使⽤義務なし



保護具着用管理責任者の選任義務化（安衛則第12条の６他、各特別則）■

R6.4.1施⾏

● リスクアセスメントの結果に基づく措置で労働者に保護具を使⽤させるとき
選任 ● 特化則や有機則等の特別則における、第3管理区分作業場について、作業環境

管理専⾨家が改善困難と判断した場合
●保護具の管理に関する教育受講者など、知識及び経験を有する者から選任要件

新たな化学物質規制

化学物質管理者の選任義務化（安衛則第12条の5 ）■

R6.4.1施⾏

● 化学物質管理者を選任
職務︓リスクアセスメントの実施管理等ＲＡ対象物 製造・取り扱い事業場

選任
● 化学物質管理者を選任

職務︓ラベル表⽰・労働者教育の管理等ＲＡ対象物 譲渡・提供 事業場

● 化学物質管理者講習修了者または
同等以上の能⼒を有する者から選任ＲＡ対象物 製造事業場

要件
● 化学物質管理者講習に準ずる講習修了者

から選任することが望ましいＲＡ対象物 製造事業場以外

化学物質労災発⽣事業場等への監督署⻑指示（安衛則第34条の２の10）■

R6.4.1施⾏

● 化学物質による労働災害の発⽣またはおそれがある事業場で、管理が適切に⾏われ
ていない疑いがあるときは、労働基準監督署⻑が改善すべき旨を指示できる。

● 指⽰を受けた事業者は、化学物質管理専⾨家（外部の者が望ましい）から助⾔等を
受け、１月以内に改善計画を作成し、措置の実施、労働基準監督署⻑への報告、改
善措置の記録作成及び3 年間保存をする。



新たな化学物質規制

SDS 通知事項の追加・含有量表示の適正化（安衛則第24 条の15①、34 条の2 の4、34 条の2 の6）■

R6.4.1施⾏
● SDSの通知事項に「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を追加
● SDSの通知事項「成分の含有量」について、重量パーセントの記載が必要に

※営業上の秘密に該当する場合の例外規定あり

ラベル表示・SDS交付・RA対象物の追加 （安衛法施⾏令別表第９）■
R6.4.1施⾏●対象物を従来の674物質から903物質へ拡大（その後も順次追加予定）

雇入れ時等教育の拡充（安衛則第35条）■
R6.4.1施⾏● 雇⼊れ時等の教育について⼀部業種に認めていた教育項目の省略規定を廃止し、全

業種で省略なく教育を⾏うこととされました。

リスクアセスメント対象物健康診断等 （安衛則第577条の2 ）■
R6.4.1施⾏●ＲＡ対象物健康診断の実施、結果保存、意⾒聴取・事後措置、結果通知等

第三管理区分事業場の措置強化（特化則第36 条の３の２、有機則第28 条の３の２、鉛則第52 条の３の２、粉じん則第26 条の３の２）■

R6.4.1施⾏

● 特化則、有機則、鉛則、粉じん則に基づく作業環境測定の結果、第三管理区分に区
分された場合は、改善措置を講じて、第⼀管理区分又は第⼆管理区分となるように
しなければなりません。

● これができない場合等には、外部の作業環境管理専⾨家の意⾒に基づいて改善を⾏
い、なお改善困難な場合には、呼吸用保護具によるばく露防止対策徹底を⾏うこと
とされました。



新たな化学物質規制

●皮膚や眼に障害を与える恐れがある物質
等の製造・取扱いの際、労働者に保護具
を使用させる義務等が令和６年４月より
規定されることを受け、保護具着⽤管理
責任者の皮膚障害等防止⽤保護具の適切
な選択・使⽤・保守管理の実施を推進す
るために、令和６年２月、皮膚障害等防
止⽤保護具の選定マニュアルが制定され
ました。

■皮膚障害等防止⽤保護具の
選定マニュアルの制定

不浸透性の保護具を
使わないと皮膚を介
して健康障害が起こ

る可能性が…



新たな化学物質規制

●指針の主な項目
① リスクアセスメント及びその結果に基づく労働者のばく露の程度を

濃度基準値以下とする措置等を含めたリスク低減措置
② 確認測定の対象者の選定及び実施時期
③ 確認測定における試料採取方法及び分析方法
④ 濃度基準値及びその適⽤
⑤ リスク低減措置

■化学物質による健康障害防止のための
濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針

（R5.4.27 技術上の指針公⽰第24号
最新改正R6.5.8 技術上の指針公⽰第26号）

◆令和７年１０月１⽇から、
新たに濃度基準値が設定された１１２物質について、規制の対象

が拡大されます。
（R6.5.8 基発0508第3号）

■濃度基準値設定物質に関する主な改定



新たな化学物質規制

■化学物質による健康障害防止のための
濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針



一人親方等の衛生管理について

令和５年４月１⽇
令和７年４月１⽇ 改訂

5-b



一⼈親方等に対する規制の拡大について（R7.4.1~)

38

◎ 作業を請け負わせる一⼈親方等に対する措置の義務化
（令和７年４月１⽇〜）

以下の規定については、請負関係の有無に関わらず、労働者以外の者も規制の対象と
する。

●危険が発⽣する恐れがある場所には、⽴ち⼊る必要がある者を除き、当
該場所で作業に従事する者が⽴ち入ることを禁止し、その旨を⾒やすい箇
所に表示すること

●⾞両系荷役運搬機械等の乗⾞席以外の箇所等危険な箇所への搭乗の禁止

●特定の事故等が発⽣し、危険を及ぼすおそれがあるときは、事故等が発
⽣した場所から退避させること



一⼈親方等に対する規制の拡大について（R7.4.1~)

39

●避難用器具などについて、作業員の⼈数以上の備付けや作業員に対する
備付け場所及び使用方法の周知、退避等の訓練の実施

●特定の場所においては、当該場所で作業に従事する者が喫煙など火気を
使用することを禁止すること

●悪天候のため作業員への危険が予想される作業について、悪天候時には
当該作業をさせてはならない

●化学設備（配管を除く）に原材料を送給する作業による爆発⼜は火災を
防止するため、必要な事項について、⾒やすい位置に表示すること

現場に⼊る⼈
みんなが

守られる…︕
※措置義務者は、当該業務⼜は
作業を⾏うすべての事業者



一⼈親方等に対する規制の拡大について（R7.4.1~)

40

◎措置義務の対象に含まれる範囲

・・・作業の内容に関わらず、その場所で何らかの作業に従事する者

例えば・・・

〇当該場所で何らかの作業に従事する、

・他社の社⻑や労働者

・一⼈親方

・一⼈親方の家族従事者

〇当該場所に荷物等を搬入する者

等が含まれる



● 同じ作業場所にいる労働者以外の⼈に対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の⼈（⼀⼈親方や他社の労働者、資材搬⼊業者、警備
員など、契約関係は問わない）に対しても、以下の措置の実施が義務付けられる。

・労働者に保護具を使⽤させる義務がある作業場所については、
その場所にいる労働者以外の⼈に対しても保護具を使用する必要がある旨
を周知すること

・労働者を⽴⼊禁止や喫煙・飲⾷禁止にする場所について、
その場所にいる労働者以外の⼈も⽴入禁止や喫煙・飲⾷不可とすること

・作業に関する事故等が発⽣し労働者を退避させる必要があるときは、
同じ作業場所にいる労働者以外の⼈も退避させること

・化学物質の有害性等を労働者が⾒やすいように掲⽰する義務がある作業
場所について、
その場所にいる労働者以外の⼈も⾒やすい箇所に掲示すること

一⼈親方等の衛⽣管理に関する改正点 （R5.4.1~)

41



※赤の矢印が新たに⽣じる措置義務

一⼈親方等の衛⽣管理に関する改正点 （R5.4.1~)

42

● 重層請負の場合の措置義務者
事業者の請負⼈に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相⼿方に対する義務とな
る。
三次下請まで作業に従事する場合は、⼀次下請は⼆次下請に対する義務を負い、三次
下請に対する義務はない。⼆次下請けが三次下請に対する義務を負う。

元 方 事 業 者

請 負 人 （ 一 次 下 請 ）

請 負 人 （ 二 次 下 請 ）労働者 一人親方

労働者 請 負 人 （ 三 次 下 請 ） 一人親方

措置義務 措置義務 措置義務

措置義務 措置義務 措置義務



● 周知の方法
周知は以下のいずれかの方法で⾏うこと
① 常時作業場所の⾒やすい場所に掲⽰または備えつける
② 書面を交付する（請負契約時に書面で⽰すことも含む）
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、各

作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する
④ 口頭で伝える

一⼈親方等の衛⽣管理に関する改正点 （R5.4.1~)

43

● 作業の全部を請け負わせる場合・・・
事業者は単なる注文者の⽴場となるため措置義務の対象外

● 請負⼈等が講ずべき措置・・・
事業者から必要な措置を周知された請負⼈等⾃身は、確実にこの措置

を実施すること。

個⼈事業者等の健康管理に
関するガイドライン

厚⽣労働省ウェブサイト内
の該当ページへのリンク



デジタル化等への対応について5-c



• 目視等による巡視と同等以上の安全衛⽣水準が確保されることが前提となる。
→安全衛⽣水準が損なわれない範囲内で、デジタル技術を活⽤した遠隔からの巡視も可能に

• 遠隔での巡視では得られない情報（嗅覚・触覚による情報等）やコミュニケーションの重要性
→重大な災害の発⽣リスクがある場合は目視による巡視を⾏うのが適当。

デジタル化等への対応について

45

●医師の面接指導について
• 労働者の表情、しぐさ、話し方、声⾊等様子を把握し、円滑にやり取りを⾏うことが求められる

ため労働、対面で⾏うことが望ましい

• 情報通信機器を用いて⾏う場合・・・労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を⾏うことが
できる状況で実施することが重要

その他詳細な条件については関係通達に記載のとおり

●特定元方事業者のパトロールについて （R6.6.28付け基監発0628第１号ほか）

（H27.9.15付け基発0915第5号）



デジタル化等への対応について

46

●文書等の電磁的記録による保存について
• 法令により書面の保存が求められていたものについて、⼀部電磁的記録による保

存が認められた。電磁的記録による保存は、左下のいずれかにより⾏う。また、
右下の措置を講じること。

⼀．作成された電磁的記録を⺠間事業者
等の使⽤に係るコンピュータに備え
られたファイル又は電磁的記録媒体
（電磁的記録に係る記録媒体をいう。
以下同じ。）をもって調製するファ
イルにより保存する方法

⼆．書面に記載されている事項をスキャ
ナ等により読み取ってできた電磁的
記録を⺠間事業者等の使⽤に係る電
⼦計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体をもって調製する
ファイルにより保存する方法

⼀．必要に応じ記録された事項を出⼒す
ることにより、直ちに明瞭かつ整然
とした形式で使⽤に係るコンピュー
タその他の機器に表⽰し、及び書面
を作成できるようにすること。

⼆．記録された事項について、保存すべ
き期間中における当該事項の改変又
は消去の事実の有無及びその内容を
確認することができる措置を講じ、
かつ、当該記録の作成に係る責任の
所在を明らかにしていること。

三．記録された事項について、保存すべ
き期間中において復元可能な状態で
保存することができる措置を講じて
いること。

厚⽣労働省の所管する法令の規定に基づく⺠間事業者等が⾏
う書面の保存等における情報通信の技術の利⽤に関する省令



デジタル化等への対応について

47

●電磁的記録による保存が認められる範囲について
• 労働安全衛⽣法第103条に根拠を持つ規則に基づく記録 等

詳細は、厚⽣労働省の所管する法令の規定に基づく⺠間事業者等が⾏う書面の保存等における
情報通信の技術の利⽤に関する省令（平成⼗七年厚⽣労働省令第四⼗四号）の別表に記載あり

健康診断の個⼈票、面接指導の記録
定期⾃主検査の記録
点検記録
安全衛⽣委員会議事録
作業環境測定の記録
特別管理物質や石綿等の作業記録 等々

具体的には…



電気自動車等の整備業務に係る特別教育の改正点

令和６年１０月１⽇ 改訂

5-d



電気⾃動⾞等の整備業務に係る特別教育の改正点

49

● 特別教育が必要とされている業務として、

「低圧の蓄電池を内蔵する⾃動⾞」のみが対象とされているところ、

当該蓄電池の電圧に係る上限を廃止する

※令和６年１０月１⽇施⾏

●「低圧」（直流７５０ボルト以下をいう。）の規定について、当該特
別教育の制定時には低圧の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵した電気⾃
動⾞が存在しなかった

低圧の範囲を超える
蓄電池を内蔵する

⾃動⾞の登場



6



ＰＱＣＤＳＭＥは、モノづくりやサービス提供の７つの視点

Productivity＝⽣産性
インプットに対しアウトプットをできるだけ多く

Quality＝品質
ねらい通りの品質の製品・サービスを提供

Cost＝コスト・経済性
ムダを減らし低コストで製品・サービスを提供

Delivery＝納期・⽣産量
必要な時に必要な量の製品・サービスを提供

Safety＝安全性
労働者の負荷軽減・災害がなく安全に作業を

Morale＝モラール
⼈の能⼒が開発・向上され、働きがいを持てる

Environment＝環境
環境に負荷を掛けない⽣産プロセス、サービス提供

 どの視点も⽋かすことはできない。
 どれかひとつだけを重視することもできない。

 安全も視点の１つ 安全を⽋かすことはできない。
安全だけを別に取り扱えない。
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企業価値の向上

リスクアセスメントは、複数の経営課題を同時に⾼
める機序となり、企業価値向上を図るための戦略的
手法とすることができる。

リスクアセスメントは現場の実態把握をそのプロセ
スに含める。

現場の実態把握は、他の経営課題と⼀体的に捉える
ことが可能。
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安全経営あいち賛同事業場制度

 「安全経営あいち®」に賛同いただける事業場

 監督署あて
 申請書を提出してください。

 「登録証」をお渡しします。

 「安全経営あいち®」のロゴマーク
を使用できるようにします。

 愛知労働局HP内「賛同事業場一覧」
に掲載します。（承諾いただいた場

合）

「安全経営」に取り組む姿勢と、その基礎となるリスクアセスメントに積極的に取り組む姿勢を、
同時に事業場内外に⽰し、企業価値向上の⼀助としていただけます。

申請の主な要件
・愛知県内の事業場であること
・監督署のリスクアセスメント集団指導などに出席してい

ること



出前講座のご案内

 愛知労働局及び管下労働基準監督署では、管内事業場へのリスクアセ
スメント等の普及促進を図るため、「リスクアセスメント出前講座」
を⾏います。

様式ダウンロード・WEB申込み等は、愛知労働局ホームページへ
お問合せは、愛知労働局労働基準部安全課または最寄りの労働
基準監督署にお願いします。
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産業保健等に関するご相談が無料で受けられます。

愛知産業保健総合⽀援センター



イベントのご案内
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（⽇本クレーン協会東海⽀部へ事前申込みをして下さい）

⽇本クレーン協会東海⽀部



イベントのご案内
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イベントのご案内
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